
 

岡山市空家等適正管理支援事業費（地域活性化リフォーム等）補助金交付要綱 
 

（趣旨） 
第１条 空き家の再生活用の促進を図るため，予算の範囲内において岡山市空家等適正管

理支援事業費（地域活性化リフォーム等）補助金（以下「補助金」という。）を交付する
ものとし，その交付に関しては，この要綱に定めるもののほか，岡山市補助金等交付規則
（昭和４８年市規則第１６号。以下「規則」という。）に定めるところによる。 

 
（定義） 
第２条 この要綱において使用する用語の意義は，建築基準法（昭和２５年法律第２０１

号），建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号），空家等対策の推
進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。），岡山市空家等
の適切な管理の促進に関する条例（平成２７年岡山市条例第８５号）及び規則において使
用する用語の例による。 

２ この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ
る。 
(1) 住宅等 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号の建築物をいう。 
(2) リフォーム工事 住宅等機能の維持若しくは向上又は住宅等内の居住環境の向上を

図るために行う修繕，模様替え，一部改築，増築，減築等の工事で建築基準法その他の
法令に違反しないものをいう。 

(3) 附帯工事 家財道具等の搬出処分及び屋内外の清掃をいう。 
(4) 市内施工業者 本市内に本社・本店・支店・営業所等の活動拠点を置き，建築関連業

務等を営む者をいう。ただし，見積書等を本市内の所在地で発行できる者に限る。 
(5) 地域活性化リフォーム等 地域の交流やにぎわいの活性化を目的として，空き家を，

滞在体験施設，交流施設，体験学習施設，創作活動施設等の用途に供するために行うリ
フォーム工事及び付帯工事をいう。 

 
（補助事業） 
第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，次条に規定する

補助対象住宅等について市内施工業者が施工する地域活性化リフォーム等（補助金交付申
請時に未契約であるもの）で，当該地域活性化リフォーム等に係る経費が６０万円以上の
ものに限る。 

２ 前項の規定にかかわらず，公共工事の施工に伴う補償の対象となる工事その他第１条
の趣旨に照らして市⻑が不適当と認めるものについては，補助事業としない。 

 
（補助対象住宅等） 



 

第４条 補助金の交付の対象となる住宅等（以下「補助対象住宅等」という。）は，次の各
号のいずれにも該当するものとする。 
(1) 市内に存するものであること。 
(2) 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。 

ア 建築の着工日が昭和５６年６月１日以降のものであること。 
イ 昭和５６年５月３１日以前に着工された住宅等のうち，補助事業が完了後，実績報

告時に耐震診断結果を提出できるもの。 
(3) 申請日現在において，法第 2 条第 1 項に規定する空家等の内，住宅等であること。た

だし，法第２２条第２項の規定に基づき勧告された特定空家等は除く。 
  

（補助事業者） 
第５条 補助事業者は，次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 申請日現在において，補助対象住宅等の所有権を有する者（以下「所有者」という。），
第 3 条に規定する補助事業を実施することについて所有者の承諾をうけた賃借人等又
はその他市⻑が認めた者 

(2) 市税の滞納がない者であること。 
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過していない者を含
む。）でないこと。 

 
（補助対象経費） 
第６条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち，補助金の交付額の算定に当たって

対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，次に掲げるものとする。ただし，
市，県及び国が行う他の補助制度の対象となる工事に係る経費を除く。 
(1) リフォーム工事に係る経費の実支出額 
(2) 附帯工事に係る経費の実支出額。ただし，前号の５分の１の額を上限とする。 
(3) 住宅等の取得（用地費を除く）経費 

 
（補助金額） 
第７条 補助金額は，補助対象経費の合計額に３分の２を乗じて得た額とし，１５０万円を

上限とする。 
２ 前項によって得られた額に１，０００円未満の端数が生じるときは，これを切り捨てる

ものとする。 
 
（補助金の交付申請） 
第８条 補助金の交付申請は，補助事業着手前に岡山市空家等適正管理支援事業費（地域活



 

性化リフォーム等）補助金交付申請書（様式第１号）を市⻑に提出して行わなければなら
ない。 

２ 規則第５条第１項第５号に規定するその他市⻑が必要と認める書類は，次のとおりと
する。 

  (1) 申請者の住⺠票 
(2) 所有権を確認できるもの（補助対象住宅等の不動産登記事項証明書（建物）又は登記

情報提供サービスによる登記情報等） 
(3) 申請者の滞納無証明書 
(4) 電気使用量明細書，水道使用量明細書その他の空き家期間の確認をすることができる

もの 
(5) 補助事業の施工場所及び施工内容が特定できる見積書（作成年月日，並びに施工業者

の名称，所在地及び押印のあるものに限る。） 
(6) 付近見取図及び平面図（補助事業部分が確認できるもの） 
(7) 住宅等全体及び補助事業部分の現況写真（申請日から遡って２か月以内の撮影日のあ

るもの） 
(8) 補助事業を実施するに当たって建築基準法の規定により建築物の建築等に関する申

請及び確認が必要な場合は，同法第６条又は第６条の２の規定による確認済証の写し 
(9) 消費税仕入税額控除確認書 
(10) その他市⻑が必要と認めるもの 

３ 市⻑は，補助事業の目的及び内容により必要がないと認めるときは，前項各号に規定す
る書類及び規則第５条第１項に掲げる各号の書類の添付を省略させることができる。 

 
（補助金の交付申請の制限） 
第９条 補助金の交付回数は，同一の補助対象住宅等について１回限りとする。 
２ 同一の申請者が第１５条に定める補助金確定通知書の交付を受けるまで，重複して申

請を行うことはできない。 
 
（交付の条件） 
第１０条 市⻑は，規則第７条第２項の規定に基づき，補助金の交付に当たって，同条第１

項各号に定める事項のほか，次に掲げる事項につき条件を付するものとする。 
(1) リフォーム後の住宅等は，地域の活性化に１０年間活用すること。 

 (2) リフォーム後の住宅等の管理は，町内会やＮＰＯ法人又はこれに類する第三者が行う
こと。 

(3) 補助金交付日から１０年間は，管理する者が毎年度当初に，活用状況についての報
告書を提出すること。 

 



 

（補助金の交付決定の通知） 
第１１条 市⻑は，補助金交付の適否を決定したときは，その決定内容及び条件等を岡山市

空家等適正管理支援事業費（地域活性化リフォーム等）補助金交付決定通知書（様式第２
号）又は岡山市空家等適正管理支援事業費（地域活性化リフォーム等）補助金不交付決定
通知書（様式第３号）により，申請者に通知するものとする。 

 
（補助金の交付申請の変更又は中止） 
第１２条 補助事業者は，規則第１２条の規定による変更又は中止の申請を行うときは，岡

山市空家等適正管理支援事業費（地域活性化リフォーム等）補助金交付変更申請書（様式
第４号）に第８条第２項各号に掲げる書類のうち市⻑が指⽰するものを添付し，市⻑に提
出しなければならない。ただし，市⻑が認めるときは，この限りでない。 

２ 市⻑は，前項の申請を審査し承認したときは，岡山市空家等適正管理支援事業費（地
域活性化リフォーム等）補助金交付変更決定通知書（様式第５号）により，申請者に通
知するものとする。 
 

（状況報告，着手及び完了届の免除） 
第１３条 規則第１３条に規定する状況報告及び規則第１５条に規定する補助事業等着

手・完了届の提出は要しないものとする。 
 
（実績報告） 
第１４条 補助事業者は，補助事業の完了後速やかに，岡山市空家等適正管理支援事業費

（地域活性化リフォーム等）補助金交付事業実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類
を添付し，市⻑に提出しなければならない。 
(1) 工事請負契約書の写し（契約日は，補助金交付決定日以降の日付であるもの） 
(2) 補助事業に要した経費の領収書及び明細書の写し（作成年月日，並びに施工業者の

名称，所在地及び押印のあるものに限る。） 
(3) 補助事業を行った部分の施工前，施工中及び施工後の写真（撮影日のあるもの） 
(4) リフォーム後の住宅等の管理に係る契約書等 
(5) 第４条(2)イに該当する場合は，リフォーム後の耐震診断結果報告書の写しその他こ

れに準ずるもの 
  (6) 建築基準法の規定により建築物の建築等に関する申請及び確認が必要な工事を実施し

た場合は，同法第７条又は第７条の２の規定による検査済証の写し  
 (7) 前各号に掲げるもののほか，市⻑が必要と認めるもの 
２ 市⻑が必要と認める場合は，補助事業の状況について実地に調査を行うことができ

る。 
 



 

（補助金額の確定） 
第１５条 市⻑は，前条第 1 項の規定により実績報告を受けた場合において，その内容を

審査し適正と認めたときは，速やかに補助事業者に対して，岡山市空家等適正管理支援
事業費（地域活性化リフォーム等）補助金確定通知書（様式第７号）により通知するも
のとする。 
 

（補助金の請求） 
第１６条 規則第１９条第２項に規定する補助金の交付の請求は，岡山市空家等適正管理

支援事業費（地域活性化リフォーム等）補助金請求書（様式第８号）に岡山市空家等適
正管理支援事業費（地域活性化リフォーム等）補助金確定通知書の写しを添付し，市⻑
に提出しなければならない。 

 
（代理受領） 
第１７条 補助事業者は，補助金の受領を，当該補助事業を施工した業者（以下「リフォー

ム事業者」という。）に委任する方法（以下「代理受領」という。）により行うことができ
る。 

２ 代理受領により補助金の交付を受けようとする者が，補助金交付申請をするときは，第
８条に規定する書類に加えて，岡山市空家等適正管理支援事業（地域活性化リフォーム）
代理受領（予定・変更）届出書（様式第９号）を添付して市⻑に提出しなければならない。
なお，届け出たリフォーム事業者を変更する場合も本届出書を提出しなければならない。 

３ 代理受領の中止を行うときは，実績報告書を提出する前までに，岡山市空家等適正管理
支援事業（地域活性化リフォーム）代理受領予定届出取下書（様式第１０号）を市⻑に提
出しなければならない。 

４ 代理受領により補助金の交付を受けようとする補助事業者が，補助事業が完了したと
きは，第１４条に規定する書類に代えて，次に掲げる書類を実績報告書に添付して市⻑に
報告しなければならない。 
(1) 補助事業に要した事業費の明細書の写し（作成年月日，並びに施工業者の名称，所

在地の記載及び押印のあるものに限る。） 
(2) 補助事業を行った部分の施工前，施工中及び施工後の写真（撮影日のあるもの） 
(3) 建築基準法の規定により建築物の建築等に関する申請及び確認が必要な工事を実施し

た場合は，同法第７条又は第７条の２の規定による検査済証の写し  
(4) 岡山市空家等適正管理支援事業費（地域活性化リフォーム等）補助金交付決定通知

書又は岡山市空家等適正管理支援事業費（地域活性化リフォーム等）補助金交付変更決
定通知書の写し 

(5) 第４条(2)イに該当する場合は，リフォーム後の耐震診断結果報告書の写しその他こ
れに準ずるもの 



 

(6) 工事請負契約書の写し（契約日は，補助金交付決定日以降の日付であるもの） 
 (7) 補助事業に要した事業費の請求書に係る額から補助金額を差し引いた額の領収書の

写し 
 (8) 岡山市空家等適正管理支援事業（地域活性化リフォーム等）内訳報告書（様式第１１

号） 
(9) 前各号に掲げるもののほか，市⻑が必要と認めるもの 

５ 代理受領により補助金の交付を受けようとする補助事業者は，補助金の交付を請求す
るときは，第１６条で規定する補助金交付請求書に加えて，岡山市空家等適正管理支援
事業（地域活性化リフォーム等）代理受領に係る委任状（様式第１２号）を添付して市
⻑に提出しなければならない。 

 
（完了後の報告等） 
第１８条 補助事業完了後において，補助の目的を達成するために必要があるときは，補助

事業に係る中古住宅及び補助事業者について調査し，又は補助事業者に対して報告を求
めることができる。 

 
（委任） 
第１９条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の実施に関し必要な事項は，市⻑が別に
定める。 
 
附則 

この要綱は，平成２９年４月２１日から施行する。 
附則 

この要綱は，平成３０年５月１日から施行する。 
附則 

この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 
附則 

この要綱は，令和６年４月１日から施行する。 
附則 

この要綱は，令和８年４月１日から施行する。 


